
台湾民法改正の最新動向（⚑）

比較法と台湾民法（債編）の改正

詹 森 林＊

朱 曄＊＊(訳)

一．比較法の機能

比較法の機能は、民法を例にすれば、以下の⚔つに分けることができる
のであろう。⑴ 各国の民法の類似点と相違点を発見、解釈し、評価を行
うことである1)。⑵ ある国の民法の全部または一部が他国に受け入れられ
ること、いわゆる「法律の継受」（legal reception）または「法律の移植」

（legal transplantation）を促進することである2)。⑶ 各国の民法を統合し、
共通の理論基盤（ius commune）を見出し3)、さらには国を超えて適用でき
る地域の民法（supranational civil code）を制定することである4)。⑷ ある
国の言語を理解できない学者がその国の民法をも理解できるようにサポー
トすることである5)。

二．比較法と中華民国民法の制定

中華民国民法は、総則、債、物権、親族、相続の⚕つの編から構成され
ており、総則編は1929年10月10日に施行され、債編および物権編は、1930
年⚕月⚕日に施行され、さらに、親族編と相続編は1931年⚕月⚕日に施行
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されている。
1896年の日本民法と同様に6)、1930年代の中華民国民法も比較法による

法律移植の産物である7)。その際に、1900年のドイツ民法、1912年のスイ
ス債務法および1896年の日本民法の影響を最も強く受けている。本稿は、
民法債編に限定して説明を行う予定である。

⚑．ドイツ民法
1900年⚑月⚑日に施行したドイツ民法債務法（Schuldrecht des BGB）は、

1930年中華民国民法債編にとっては最も重要な立法見本である。つまり、
中華民国民法債編規定の多くは、1900年ドイツ民法から同様のまたは非常
に類似する規定を発見することができる。

⚒．スイス債務法
1912年に施行されたスイス債務法も、1930年中華民国民法債編の重要な

参照例である。
まず、ドイツは「民商分離」を採用しており、民法（BGB）に加えて商法

（HGB）も存在する。これに対し、スイスは「民商統合」の方式を採用して
おり、取次（Kommission)8)、運送（Frachtvertrag)9)、支配人（Prokurist)10)、
寄託・倉庫（Hinterlegungsvertrag）契約11)などの商業行為についても、債
務法により規定されている。1930年代の中華民国の立法者は、「いわゆる
商法は民法を補足するものにすぎない」、「いわゆる商行為は商人の独自の
ものではない。また、商行為と非商行為との区別は、学説上明白となって
いるが、事実を踏まえると、必ずしもそうではない」、「わが国の商人は従
来特殊な地位を有しておらず、強制的に区分するのは間違いである」など
の考慮から、スイス債務法を参照して独立の商法典を制定せずに、民法に
おいて商事取引も規定した12)。

つぎに、中華民国民法債編の条文は、総則と各論に分けることができ、
総則では、「債の発生」、「債の目的」、「債の効力」、「複数の債務者と債権
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者」、「債の移転」、「債の消滅」について定めており、各論には、「売買」、
「贈与」、「保証」などの伝統的な契約が規定されている。上記規範の体系
は、スイスの債務法をモデルにしており、ドイツ法との関連性が少ない。

さらに、「不当利得」および「不法行為」という⚒つの法定債権を巡って
は、ドイツ民法債編においては「各種の債務」（Einzelne Schuldverhältnisse）

の部分で定められている13)のに対し、スイス債務法においては、「通則」
（Allgemeine Bestimmungen）「債の発生」（Die Entstehung der Obligationen）

で規定されている14)。中華民国民法の債編は、スイス債務法に従い、「通
則」の「債の発生」で規定している15)。

⚓．日 本 民 法
1930年の中華民国民法の債編は、その最初のバージョンは、清王朝時代

の1911年に完成した「大清民律草案」であった。清王朝政府は日本人学者
である松岡義正を法律顧問として招聘していたため、松岡義正は「大清民
律草案」の総則、債編、物権編の草案編纂作業に参加した。したがって、
1930年の中華民国民法債編には、1896年の日本民法を模倣した規定が存在
する。債権者代位権（日本民法第423条、中華民国民法第242条、第243条）と取
消権（日本民法第424条、中華民国民法第244条、第245条）が最も典型的な例で
ある16)。

中華民国民法の債編への日本民法の影響は、条文の継承のみならず、学
説および判例においても見受けられる。

1960年代後半まで、史尚寛を除き17)、すべての民法学者はドイツに留学
した経験を有しておらず18)、その一部は日本に留学し、日本語も堪能で
あった。そのため、1970年代以前、日本民法の学説は、台湾の民法債編の
規定を解釈する際の重要な参考資料となった19)。我妻栄の1933年に出版し
た『中華民国民法 債権総則』という著書は、必要不可欠な参考文献であ
る。

日本の学説は、台湾の裁判所の判決においてもしばしば重要な役割を果
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たしている。つまり、裁判官が民法の難題に直面した場合、民法学者の著
作を参照することが多いため、台湾の民法学者が日本の学説を引用する
と、これは日本の学説が台湾の裁判所の判決に間接的に影響を与えること
を意味する20)。

例えば、1988年11月⚑日、台湾の最高法院は、民事法廷の会議を開催
し、「債務不履行の損害賠償請求権」と「不法行為の損害賠償権」は「法
規定の競合」なのか、「請求権の競合」なのかをめぐって、民事法廷の全
員の裁判官による投票を行った。激しい議論の末、松本烝治、川島武宜、
加藤一郎、石田文次郎、中川善之助、鳩山秀夫、我妻栄、戒能通孝、加藤
正治、横田秀雄などの学者の見解および日本大審院明治45年⚓月23日の判
決を参照し、「請求権の競合」とする決議が出された21)。

三．比較法と台湾民法債編第⚑回の改正

1976年10月から1995年⚗月までの約19年間、法務省は学者と裁判官を招
集し、民法研究改正委員会を結成し、民法債編の改正作業を行った。改正
案は1999年⚔月21日に公布され、民法債編施行70周年を記念するために
2000年⚕月⚕日に施行された。

本民法債編改正、その内容は多岐にわたるが、ここでは、比較法に関連
し、かつ紹介に値するもののみを取り上げる22)。

⚑．懸賞広告契約（日本法の影響を受けた内容）
1930年当時、民法典の債編第164条は、懸賞広告について規定し、その

性質を単独行為または契約とされていた。これをめぐって、学説は分か
れ、ドイツに留学した学者が、ドイツ民法第657条の立法理由を参考に

「単独行為説」を主張したのに対し23)、日本に留学した学者は、日本の通
説を参照し「契約説」を採用すべきとした24)。結果的に、第164条の内容
は契約と見直され、その立法の理由においても、懸賞広告は単独行為では
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なく、契約であることを明示した。

⚒．他人を保護する法律に違反する不法行為は、独立した類型の不法
行為である（ドイツ法の影響を受けた内容）

1930年民法典第184条第⚒項は、「他人を保護する法律に違反した者は、
過失があると推定される」と規定している。一部の学者は、この規定は単
なる「立証責任の転換」を意味するにすぎないと考えている。これに対
し、通説はドイツ民法第823条第⚒項を参照に、これは「独立した類型の
不法行為」であると理解している25)。2000年の改正では、ドイツ法の考え
を受け入れ、本規定を独立した類型の不法行為に改めた。

⚓．契約締結上の過失責任と積極的契約侵害（ドイツ法の影響を受け
た内容）

1970年代以来、台湾の学説は、ドイツ法における「契約締結上の過失」（culpa

in contrahendo)26)および「積極的契約侵害」（positive Vertragsverletzung）に
ついて広範な議論を行った27)。2000年の改正では、学説を明文化し、第
245条の⚑および第227条で規定されるようになった。

⚔．顕著に公平を欠く約款の無効（ドイツ法の影響を受けた内容）
1930年民法債編には約款に関する明確な規定が設けられていなかった

が、1980年代以降、一部の学者は、ドイツ法を参照して債編の内容を修正
すべきであるとしていた28)。そこで、1977年⚔月⚑日にドイツで施行され
た一般契約条項を規制する法律（AGBG）を参照して、2000年に行われた
法改正では、第247条の⚑条を新たに設け、「顕著に公平を欠く約款は無効
となる」と定めた。

⚕．新しいタイプの契約（日本法とドイツ法の影響を受けた内容）
1930年民法債編で定められた契約の類型を補完するために、2000年の改
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正では、「優等懸賞広告」（第165条の⚑以下）、「旅行契約」（第514条の⚑以

下）、「人的保証契約」（第756条の⚑以下）が新設された。改正の理由として
次のような説明が行われた。①「優等懸賞広告」は日本民法第532条およ
びドイツ民法第661条を参照し、②「旅行契約」はドイツ民法第651条ａ以
下の規定を参考にし、③「人的保証契約」は日本における「身分保証に関
する法律」を参考にした。

四．比較法と台湾民法債編第⚒回の改正

2017年⚔月、台湾の法務部は、ドイツ、日本、フランス、米国に留学し
た経験を有する学者、最高裁判所および高等裁判所の裁判官、弁護士を招
集して、民法改正研究グループを結成し、第⚒回の債編の改正作業をス
タートさせた。2000年の改正から17年しか経っていなかったにもかかわら
ず、⚒回目の改正を試みる理由は次の通りである。

⚑．改正の理由
台湾民法債編の⚒回目の改正は、2002年のドイツの債務法の近代化

（Moderniesierung des Schuldrechts）、国際契約法の動向および2017年の日本
民法改正と密接に関わっている。つまり、この第⚒回の改正においては、
比較法が依然として重要な役割を果たしていると言えよう。

⑴ ドイツ2002年の債務法の近代化
1970年代後半以降、ドイツ法務省は、同国の1900年の債務法の改正に着

手し始めた。1990年代、ドイツは、「消費者売買指令｣29)や「不公正契約条
項指令｣30)などの EU 消費者保護指令の一部を国内法に変換させるという
課題に直面していた。ドイツ法務省と連邦議会は、ドイツ民法学者の全面
的な支援を受けながら、指令の定められた期限前に「壮大な改革案」

（große Lösung）を採択し、ドイツ民法の債編を大幅に修正し、その結果、
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「現代化債務法」（Schuldrechtsmodernisierungsgesetz）は、2002年⚑月⚑日
に施行された31)。2002年に行われた債務法の近代化は、1900年旧民法が規
定する消滅時効、履行障碍、売買目的物の瑕疵担保責任、請負契約成果物
の瑕疵担保責任などの規定について抜本的な改正を行った。

台湾民法債編は、ドイツの1900年民法の内容をも継承しているため、
2002年ドイツ「現代化債務法」が施行された後、それに連動して改正すべ
きか否かを検討する必要性が生じた。

⑵ 国際契約法の動向
本稿で言う「国際契約法」とは、国際物品売買契約に関する国際連合条

約（CISG）、ヨーロッパ契約法原則（PECL）、ユニドロワ国際商事契約原
則（UNIDROIT PICC）、およびヨーロッパ私法に関するモデル準則

（DCFR）を指す。
ａ）ＣＩＳＧ

1980年の CISG は、契約当事者が契約または CISG の定める義務に違反
した際に、英米法的な救済アプローチ（Remedies for Breach of Contract）モ
デルを採用しており、買主と売主に給付、解除および損害賠償などを請求
する権利を与えた（CISG 第45条および第61条）。CISG は、署名国の商人が
締結した越境商品（コンピューターソフトウェアを含む動産）の売買契約のみ
を規制することができるが、CISG が明示した法的原則と規範モデルは、
一部の国が自国の契約法条項を改正する場合に参照されるに止まらず、
PECL と PICC の内容にも影響を与えている。

2002年のドイツの「現代化債務法」は、契約違反の救済に関する CISG
の条項を参照し、1900年の民法の債務履行障碍（Leistungsstörung）システ
ムを再構築し、「債務者の帰責事由による履行不能」（vom Schuldner zu

vertretende Unmöglichkeit）を見直した上で32)、「義務違反」（Pflichtverletzung）

を軸に、債務者の損害賠償責任（Schadensersatz wegen Pflichtverletzung）を
展開し、「債務者が債務関係から生じる義務に違反した場合、債権者は、
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それによって生じた損害の賠償を請求することができる、但し、債務者の
義務違反は、その責に帰すべき事由がない場合は、この限りでない」と規
定している33)。
ｂ）ＰＥＣＬ

周知のように、デンマークの学者であるランドー、オーレ教授の提案に
より、英国、ドイツ、フランス、オランダなどを含む多くの国の学者は、
ヨーロッパ諸国の契約法条文、判例および学説を詳細に検討した後34)、
ヨーロッパ契約法原則を提案した。本原則は、ヨーロッパの多くの民法学
者の間での激しい議論を引き起こしたのみならず35)、2002年のドイツ債務
法の現代化にも少なからぬ影響を与えた36)。
ｃ）ＰＩＣＣ

1994年に「私法統一国際協会（ユニドロワ/Unidroit）」が公布した国際商
事契約原則（PICC）は、国際法の意味での条約または協定ではない。しか
し、PICC により、契約当事者が準拠法として選択し、異なる国の契約法
を適用することから生じる増加したコストを減らすことができる37)。ま
た、本原則は、国内契約法の解釈または補足のために参考例を提供してお
り、さらに、さまざまな国の立法者が国内法を制定または改正する際のモ
デルとしても役割を果たしている38)。
ｄ）ＤＣＦＲ

PECL 公布後、ヨーロッパの一部の民法学者が結集し、「欧州民法典」
（European Civil Code）の制定をめぐって真剣に議論し始めた。2009年に
「欧州民法典研究会」（Study Group on a European Civil Code/SGECC)39)と
「欧州現行 EC 私法研究会」（European Research Group on Existing EC Private

Law /Acquis Group）が提案した「ヨーロッパ私法に関するモデル準則｣40)に
ついて、その契約の履行（performance）および不履行の救済（remedies for

non-performance）に関する内容は、大陸法と英米法系の制度を統合した特
色を有しており、比較法的な示唆に富む41)。
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⑶ 日本の2017年民法改正
日本は2017年に民法の改正案を公布し、時効、債務不履行による損害賠

償、契約の解除などを中心に改正を行った。この改正は、1896年の法施行
以来最大の改正であるだけでなく、国際的な潮流に合致した特徴も見受け
られる42)。

前述のように、日本民法は、台湾民法の債編の制定および解釈に多大な
影響を与えており、したがって、日本における法改正は、当然のことなが
ら台湾民法債編改正をめぐる議論の契機になった。

⚒．改正の主旨
前述のドイツと日本における債権法の改正、および国際契約法への合流

の必要性を考慮して43)、台湾民法債編の第⚒回改正は、主に消滅時効、債
務不履行および瑕疵担保責任に焦点を当てている。

消滅時効の部分については、国内学者や裁判所による現行規定に対する
批判を総括し、次のような改正を試みている。① 現行の一般消滅時効の
15年を⚓年または⚕年に短縮する。② 故意に人を死亡させた不法行為に
ついては、その消滅時効を20年または30年に延長する。③「時効中止」の
規定を新たに追加する。

債務不履行（債編総則）の部分については、国内学者や裁判所による現
行規定に対する批判を総括し、2002年ドイツ「現代化債務法」施行後のメ
リット・デメリットを踏まえつつ、次のような改正を試みている。① 現
行法第246条、即ち「当初から客観的に履行不能の契約は無効である」と
いう規定を削除する。②「義務違反」をすべての債務不履行の上位概念と
する内容を新設し、履行期前に違約した債務者（anticipatory breach of

contract）も違約責任を負うとする内容を新たに設ける44)。③「契約解除」
に関する規範体系を刷新する45)。

瑕疵担保責任（債編各論）の部分については、国内学者や裁判所による
現行規定に対する批判を総括し、現行規定の再調整を行う。その結果、各
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論（売買、請負契約）における瑕疵担保に関する内容と総則における債務不
履行は、同様な規範的効果をもたらす。

⚓．最新の成果について
台湾民法債編の⚒回目の改正作業をめぐっては、2022年10月現在、消滅

時効および債務不履行の改正案がすでに完成した。消滅時効に関する内容
は、近日中に公表され、各界の意見を募る予定である。債務不履行の部分
については、内部において全体的な検証を行った後、公表する計画であ
る。その後、瑕疵担保責任の改正作業に着手する予定である。

五．結 論

比較法は法律の継受の機能を有しており、台湾民法債編の制定および改
正をみると、比較法のこうした機能は顕著に表れていると言えよう。ドイ
ツ民法、スイス債務法、日本民法は、台湾民法債編の改正にとって極めて
重要な参考となっており、また、近時国際契約法も債権編の発展に影響を
及ぼしている。したがって、台湾の立法者、裁判官および学者は、ドイ
ツ、スイスおよび日本の裁判官、学者に感謝しなければならない46)。台湾
の民法学者は、今後も引き続き日本民法を含めた比較法の研究に力を注ぐ
べきである。

台湾民法債編の⚒度目の重要な改正が行われているさなかに、本日の国
際学術シンポジウムを主催してくださった立命館大学国際地域研究所に感
謝を申し上げるとともに、この場をお借りして、先生方および来賓の皆様
に簡単な報告をさせていただき、忌憚のないご指摘をいただければ幸いで
ある。
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